


​目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる者​

​ウ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的​
​あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者​

​エ　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい​
​ると認められる者​

​オ　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ​
​る者​

​(6)　別表に定める技術者等の条件を満たすこと。​

​(7)　入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある​
​者が同一入札に参加してないこと(特定共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除​
​く。)。​

​ア　資本関係​

​(ア)　子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をい​
​う。(（イ）において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。)にお​
​いて同じ。)の関係にある場合​

​(イ)　親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合​

​イ　人的関係​

​(ア)　一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規​
​定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する​
​役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねてい​
​る場合。ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規​
​定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)​
​第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。​

​a　株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。​

​(a)　会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員​
​である取締役​

​(b)　会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役​

​(c)　会社法第2条第15号に規定する社外取締役​

​(d)　会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執​
​行しないこととされている取締役​

​ｂ　会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役​

​c　会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をい​
​う。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務​
​を執行しないこととされている社員を除く。)​

​d　組合の理事​

​ｅ　その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者​

​(イ）　一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法​
​第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねて​
​いる場合​

​（ウ）　一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合​

​ウ　その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合​

​組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資​
​本関係又は人的関係があると認められる場合​

​第4　入札説明書の交付​

​1　この告示の日から対象業務ごとに定める入札の受付期間終了までの毎日、下記ＵＲＬのホーム​
​ページからダウンロードできる。​

​(​​https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/top/douro/soumu-nyuusat​
​su.html​​）​

​2　この告示の日から入札の受付期間終了までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律​
​(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前8時45分​

https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/top/douro/soumu-nyuusatsu.html
https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/top/douro/soumu-nyuusatsu.html


​から午後5時15分まで、第1に示す契約担当部局においても交付する。​

​第5　一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び一般競争入札参加資格確認資​
​料(以下「資料」という。)の提出期間及び提出方法​

​1　提出期間​

​別表で定める。​

​2　提出方法​

​入札に参加した者のうち、開札の結果、落札候補者となった者は、申請書及び資料を第1に示​
​す契約担当部局へ書面で提出しなければならない。​

​第6　落札等に係る入札参加の条件​

​第1回の入札時に提出する工事費等内訳書(以下「内訳書」という。)のうち、予定価格の制限の範​
​囲内で、かつ最低の価格で入札した者(札幌市工事等最低制限価格運用要領(平成14年12月24日​
​財政局理事決裁)第7条第1項の規定により落札者及び落札候補者とならなかった者を除く。)の内​
​訳書については、次の1〜3に定める条件を全て満たさなければならない。​

​1　内訳書の提出があること。​

​2　内訳書の合計金額(工事価格又は業務価格(工事費計又は業務委託料から消費税及び地方消​
​費税を除いた価格)をいう。)と第1回の入札書の記載金額が一致すること。​

​3　その他内訳書の内容に疑義(内訳書の合計金額が複数記載されている場合等)が無いこと。​

​第7　入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法​

​1　入札書受領期限・開札の日時​

​　(1)入札書受領期限​

​　　　令和８年７月２２日（水）12時00分（送付による場合は必着）​

​　（２）開札の日時​

​　　　令和８年７月２２日（水）１３時３0分​

​２　開札場所　​

​　　札幌市中央区北１条西２丁目　札幌時計台ビル１０階　札幌市建設局用地担当部会議室​

​３　提出方法​

​　　郵送又は持参により、第1に示す契約担当部局へ書面で提出すること。​

​　　※入札者を一堂に会して行う入札ではないので注意すること。​

​第8　その他​

​1　入札保証金​

​免除​

​2　契約保証金​

​納付(保証金の取扱店　北洋銀行札幌市役所支店)。ただし、利付国債の提供又は金融機関若​
​しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事​
​履行保証証券による保証を付し、若しくは履行保証保険契約の締結を行った場合又は札幌市契​
​約規則第25条第3号に該当する場合は、契約保証金を免除する。​

​3　入札の無効​

​次に掲げる入札は、無効とする。なお、(6)～(9)に掲げる入札のいずれかを行った者は、再​
​度の入札に参加できないものとする。​

​(1)　所定の入札保証金を納付しなかった者の入札​

​(2)　入札書に記名又は押印がなされていない入札​

​(3)　入札書の入札金額を訂正した入札​

​(4)　2以上の入札書を提出した者の入札​

​(5)　入札書の内容が確認できない入札​

​(6)　入札に関し不正の行為をした者の入札​

​(7)　本告示に示した入札参加資格のない者のした入札​
​(8)　申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した​



​入札​

​(9)　落札候補者が開札後に提出する工事費等積算内訳書を調査した結果、適正な積算に​
​基づいて行われていないと確認された入札​

​4　落札者の決定方法​

​別表にて定める。​

​５　市長が必要と認めるとき(設計図書に誤りがあった場合等)は、入札を延期、中止又は取り消​
​すことがある。​

​６　調査協力義務​

​この入札に参加する者は、札幌市(札幌市の委嘱を受けた第三者機関を含む。)がこの入札の​
​内容について調査を行う場合、その調査に対して誠実に協力する義務を負うものとする。​

​７　詳細は別表及び入札説明書による。​


